
 

 

                           平成２７年１２月３日 

日本生命保険相互会社 

 

「ニッセイ未来を育む森づくり」の 

平成２７年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞について 

 

日本生命保険相互会社（社長：筒井義信、以下「当社」）は、環境省が主催する       

「平成２７年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰（対策活動実践・普及部門）」を受賞 

しました。 
 

今回の受賞は、当社の役員・職員を中心としたボランティア組織“ニッセイの森”友の会と

公益財団法人ニッセイ緑の財団が、地域の方々と協力し、植樹や育樹（下草刈りや枝払い等）

に取組む「ニッセイ未来を育む森づくり」の活動を評価されたもので、生命保険会社では   

初めての受賞となります。 
 

森林資源の保護を目的に、平成４年から活動を始めた「ニッセイ未来を育む森づくり」には、

平成２６年度末までに延べ３万名が参加し、植樹した苗木は、１３１万本を超えました。 

また、“ニッセイの森”は４３都道府県、１８７カ所に広がっており、森づくりを通じた 

地域社会との交流が進んでいます。 
 

 当社は、かけがえのない地球環境を次世代へ引継ぐことを願い、今後も環境や生態系に  

配慮した豊かな森づくりを推進してまいります。 

 

 

■平成１０年度から、地球温暖化対策を推進するための一環として、毎年、地球温暖化防止月間である   

１２月に、地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、その功績をたたえるため環境大臣

が表彰を行うものです。 

 

■対策活動実践・普及部門では、地球温暖化防止に資するライフスタイル実践・普及活動、地域における   

効果的な節電に関する実践・普及活動、植林活動等、地球温暖化を防止する活動の実践・普及等継続的な

取組に関する功績が選定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

≪地球温暖化防止活動環境大臣表彰の概要≫ （出典：環境省ＨＰ） 

平成２７年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰 

（対策活動実践・普及部門） 
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林野庁による“ニッセイの森”の環境貢献度評価では、ＣＯ２吸収量は年々増加し、平成 

２５年度までの累計で約１．７万トンのＣＯ２を吸収しています。また、経済評価額は 

約８，３７０万円と算定されています。 

別紙 

“ニッセイ支笏湖の森”下草刈り（北海道) 

“ニッセイ富士の森”枝払い（静岡県） “ニッセイ夏泊の森”間伐（青森県） 

≪活動風景≫ 

“ニッセイ鮭川の森”植樹（山形県） 

≪林野庁による環境貢献度評価≫ 

Ｈ２７－１４４８Ｇ，広報部 

 


